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本カタログの無断転載を禁止します。

■ ばい煙発生施設
　大気汚染防止法または地方条例により、ばい煙発生施設または特定施設に指定され
ている施設は、「ばい煙発生施設届出書」または「特定施設設置届出書」を都道府県ま
たは所轄の保健所、市等へ提出する事。
■ 騒音規制法
　定格出力7.5ｋW以上の送風機を搭載している製品を指定地域に設置する場合、工
事着工30日前までに所轄の市町村の公害担当窓口を通じて都道府県知事に届出を行
う事。但し、都道府県により規制の内容が異なるのでご注意ください。

設置手続き事例
■ 労働基準監督署
小型ボイラー設置報告書
事業主は、小型ボイラーを設置したときは、遅滞なく、ボイラー及び圧力容器安全規則により、「小型ボイラー設置報告書」を
所轄の労働基準監督署長宛に提出する事。 
ボイラー設置届
ボイラー及び圧力容器安全規則によりボイラー設置届を工事着工開始30日前までに、所轄の労働基準監督署長宛に提出する事。
■ 消防署関係
危険物に関する届出
危険物を貯蔵または取り扱う施設は、その数量により規制を受けるため所轄の消防署へ必要な届出を行う事。
ボイラー設置届
ボイラーを設置する場合、「火を使用する設備等設置届出書」を所轄の消防署へ提出する事。 

堀江・北条地区の三浦工業およびミウラグループ
会社が環境マネジメントシステム登録事業所です

機器がミウラに
自動通報

安心の24時間365日サポート
休日・夜間は、ミウラコネクトセンターが対応。内容に応じてお客様に連絡をいたします。また、緊急で
出向が必要な場合は、担当拠点と連絡をとり、フィールドエンジニアがバックアップいたします。

約1,200名のフィールドエンジニアがお客様をサポートします
全国に約100ヶ所のネットワークと約1,200名のフィールドエンジニアにより機動性に富んだメン
テナンス活動で迅速に対応します。故障で機器が停止することのないよう、通信機能を活用して計
画的にメンテナンスを行っています。ミウラのフィールドエンジニアはタブレット端末を携帯して
おり、遠隔地からでも機器へ通信を行い、状況確認が可能となっています。

オンライン数

以上の実績
75,000台

※2024年12月時点

メンテナンス
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ミウラコネクト
センター

お客様
ミウラ独自のシステムで徹底サポート



また、この技術によりAN-2000BSは東京都認定グレード HH*1を取得いたしました。
*1 グレード HH とは：東京都低 NOx・低CO2小規模燃焼機器認定で水素燃料
を使用する蒸気ボイラー又は温水発生機であって、NOx排出量が40ppm以下
（O2=0％換算）の基準に適合するもの







お知らせや故障が発生した場合は、BP-301がミウラコネクトセンターへ自動通報し、担当拠点へ通知します。

集中管理装置でボイラ管理を自動化

集中管理装置　ER

水質改質装置
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AN-250、AN-2000BS　公益財団法人日本小型貫流ボイラ―協会「小型貫流ボイラ―

0.49MPa（AN-250、AN-2000BS）

実際蒸発量は、給水温度15℃、蒸気圧力0.49MPa（AN-250、AN-2000BS）、

電源引込線太さ

電源遮断器定格電流

三位置制御方式


